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（出典：内閣府ホームページ）

過去には、南海トラフの東側と西側で大規模地震が時間差で起きた事例があります。
南海トラフでＭ６.８以上の地震が起きた場合や、いつもと違う「ゆっくりすべり」という現象
が観測され、注意が必要と判断される場合には、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」
が発表されます。　※ 地震の予知ではなく、 注意を促す情報です！（デマに注意！！）

南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震警戒）が発表された場合

上記に加えて、
津波からの避難が間に合わない方 や
避難に支援が必要な方は、１週間は
津波の来ない場所にお住まいの親戚・
知人宅等に「事前避難」しましょう。

南海トラフ地震臨時情報
(巨大地震注意）が発表された場合

「日頃からの地震への備え」の再確認、
「特別な備え」を実施するなど、
１週間程度は注意して過ごしましょう。

「日頃からの地震への
備えの再確認」の例

「特別な備え」の例

普段から、住宅の耐震化や家具の固定、備蓄をしておこう！
右のような発表があった場合には、
「１週間の事前避難」 や「備えの再確認」、「特別な備え」を
した上で、日常生活を送ってください。
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「南海トラフ地震臨時情報」の発表時に
とるべき防災対応や社会状況などにつ
いてイラストを見てイメージしてください。

イラストで見る

　南海トラフ地震臨時情報

※南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）は継続していて、
　 その後1週間続く。


